
日 時 201８年９月２８日（金） 午後６時３０分～８時３０分

会 場 早稲田大学文学学術院 39号館６階 第7会議室

参 加 費 会 員 700円 一般参加者 １,000円
学生会員 ３00円 一般学生 ５００円

ご連絡・お問い合わせは

〒１０２－００７２ 東京都千代田区富士見２－７－２-１７０6 南北法律事務所内

TEL 03-3511-5070    FAX  03-3511-5784

Emil : uta@yoko-no-heya.jp

Hｔｔｐ：//gakouanzen-network.com

（日本体育大学准教授・子どもの権利条約総合研究所事務局次長）

☆ 東京メトロ東西線
「早稲田駅」徒歩５分

☆ ＪＲ山手線・西武鉄道線
高田馬場駅から
早稲田正門前行バスで

「馬場下町」下車
工事中

３９号館は３３号館
（黒塗り)の裏の建
物です

正門

(注）



いじめ問題などを含めて、子どもの権利侵害についての
相談救済、調査、再発防止などの取り組みなどについて、
今日、公的な第三者機関の役割が注目されています。学校
安全全国ネットワークでは、これらの問題に関し、行政とも
建設的な対話、連携をはかっていくために、NPO法人化を進
めてきました。

その中で、今回は、日本体育大学の半田勝久さんから、
ご自身も参加されている世田谷区の「せたほっと」（「せたが
やホットとこどもサポート」の略、名称公募・中学生の発案）
の人権擁護活動について報告していただきます。「せたほっ
と」は、相談救済、調査と調整、再発防止のための政策提
言から、学校への支援までを総合的に進めてきた公的第三
者機関です。

半田さんは、また、全国で展開されてきた公的第三者機関
の設置状況についても研究されており、その現状と課題に
ついてもお話しいただきます。


